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十
二
月
三
十
一
日
現
在
で
工
業
統
計
調

査
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
工
業
の
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
、
全
国
の
事
業
所
（
製
造
業
）

を
対
象
と
し
て
毎
年
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

調
査
結
果
は
、
国
、
県
、
市
町
村
の
工
業

関
連
施
策
の
推
進
の
た
め
に
役
立
て
ら
れ

ま
す
。

　

十
二
月
下
旬
か
ら
「
調
査
員
証
」
を
携

行
し
た
調
査
員
が
伺
い
、
調
査
票
の
記
入

を
お
願
い
し
ま
す
の
で
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

企
画
財
政
課
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こ
れ
ま
で
に
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対

す
る
特
別
給
付
金
の
支
給
対
象
と
な
ら

な
か
っ
た
方
で
、
平
成
十
五
年
四
月
一

日
に
戦
傷
病
者
な
ど
が
増
加
恩
給
な
ど

の
給
付
を
受
け
、
初
め
て
同
給
付
金
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
妻（
新
規
分
）

（
額
面
三
十
万
円
（
軽
症
者
半
額
）、
十

年
償
還
の
国
債
）

②　

平
成
十
八
年
に
最
終
償
還
を
迎
え
た

戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付

金
（
第
十
八
回
特
別
給
付
金
い
号
、
第

二
十
回
特
別
給
付
金
い
号
）
の
受
給
権

を
取
得
し
て
い
て
、
平
成
十
八
年
十
月

一
日
に
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
る
場
合

（
継
続
分
）

　
（
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額
）、
十
年
償
還
の
国
債
）
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平
成
十
八
年
に
最
終
償
還
を
迎
え
た

戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付

金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
妻
で
あ
り
、

戦
傷
病
者
等
で
あ
る
夫
が
一
定
の
期
間

内
に
、
増
加
恩
給
な
ど
の
受
給
事
由
で

あ
る
傷
病
以
外
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合

（
平
病
死
分
）

　
（
額
面
五
万
円
（
重
症
、
軽
症
の
区
別
な

し
）、
五
年
償
還
の
国
債
）

※　

請
求
は
平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日

ま
で

□
問
い
合
わ
せ
先
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愛
知
県
健
康
福
祉
部
地
域
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家
庭
裁
判
所
で
は
、
民
間
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
、
少
年
の
「
補
導
委
託
先
」
と

し
て
協
力
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　
「
補
導
委
託
」
と
は
、
家
庭
裁
判
所
が

少
年
の
最
終
的
な
処
分
を
決
め
る
前
に
、

民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
非
行
の
あ
っ
た

少
年
を
し
ば
ら
く
の
間
預
け
、
少
年
に
仕

事
や
通
学
を
さ
せ
な
が
ら
、
生
活
指
導
を

し
て
も
ら
う
制
度
で
す
。

　

家
庭
裁
判
所
で
は
、
必
要
な
と
き
に
適

切
な
補
導
委
託
先
に
少
年
を
預
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
、
補
導
委
託
先
に
な
っ

て
も
ら
え
る
方
を
探
し
て
い
ま
す
。

□
家
庭
裁
判
所

　

名
古
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庭
裁
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所
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最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
第
二
課

少
年
調
査
係
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愛
知
県
内
の
特
定
の
産
業
に
適
用
さ
れ

る
産
業
別
最
低
賃
金
の
う
ち
、
染
色
整
理

業
を
除
く
七
つ
の
産
業
別
最
低
賃
金
が
、

十
二
月
十
六
日
か
ら
改
正
さ
れ
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
で
、
す
で
に
十
月
一
日
か

ら
改
正
さ
れ
て
い
る「
愛
知
県
最
低
賃
金
」

と
併
せ
、
愛
知
県
の
最
低
賃
金
（
時
間
額
）

は
、
別
表
の
と
お
り
で
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

半
田
労
働
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準
監
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愛
知
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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.aichi
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愛知県の最低賃金

発　効　日
今年の
引上額

最低賃金
（時間額）

最低賃金名

（地域最低賃金）

平成１８年１０月１日６円６９４円愛知県最低賃金

（産業別最低賃金）

平成１６年１２月１６日０円７２２円愛知県染色整理業最低賃金

平成１８年１２月１６日

６円８１９円
愛知県製鉄業、鉄鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低
賃金

５円８０５円愛知県一般機械器具製造業最低賃金

５円７６８円
愛知県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・
デバイス製造業最低賃金

５円８１２円愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金

４円７５９円
愛知県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学器
械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金

４円７５７円愛知県各種商品小売業最低賃金

５円７９２円
愛知県自動車（新車）、自動車部分品・附属品小売
業最低賃金

申告も納税も、e-Taxで。 
税務署 

e-Tax（国税電子申告・納税システム）を利用するには、 
事前に開始届出書の提出、電子証明書の取得などが必要です。 

□問い合わせ先　半田税務署　TEL（21）3141

申告 納税 申請・届 

自宅やオフィスから 

インターネット 

e-Taxでらくらく送信 

全税目 

源泉所得税の毎月納付分、 

消費税の中間申告・納付など、 

ご利用機会の多い手続きは特に便利！ イータ君 

所得税、法人税 
消費税、酒税、印紙税 

e-Tax ホームページ www.e-tax.nta.go.jp


